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Ⅰ. 法人の概要 

1. 法人の目的 

 学校法人国際基督教大学は、教育基本法及び学校教育法に従い、基督教の精神に基づ

き、「人権に関する世界宣言」の理想に則り、国際的協力の下に、大学その他の学校法

人及びこれに附属する研究施設を設置することを目的とする。（学校法人国際基督教大

学寄附行為第 2条） 

 

2. 法人の所在地、役員・評議員、沿革 

（1）所在地 学校法人国際基督教大学 

   〒181-8585 東京都三鷹市大沢 3-10–2 

   ☎ 0422-33-3131（代表） 

（2） 役員・評議員（2021 年 6 月 1 日現在を掲載） 

 理 事 19 名 

  竹内 弘高（理事長） 

  富岡 徹郎 （常務理事 総務担当・高校担当・募金担当） 

  中嶋 隆 （常務理事 財務担当） 

新井 亮一 （基金担当） 

エスキルドセン,ロバート 畠山珠美 東 哲郎 

石生 義人 岩切 正一郎 加藤恵津子 増渕 稔 

中嶌 裕一 中内 俊一郎  奈良橋 陽子 酒井 綱一郎 

櫻井 淳二 佐藤 久恵 円谷 恵  梅津 順一 

 監 事 3 名 

  八田 陽子  河端 政夫  大林 守 

 評議員 50 名 

 

（3） 沿革 

昭和 28 年 3 月 23 日 学校法人国際基督教大学設立認可 

昭和 28 年 3 月 23 日 国際基督教大学設置認可 

昭和 28 年 4 月 1日  国際基督教大学教養学部（人文科学科、社会科学科、自然科

学科）開学 

昭和 29 年 2 月 15 日 教養学部英語学科増設認可 

昭和 32 年 3 月 15 日 大学院教育学研究科修士課程(教育心理学専攻、教育方法学専

攻)設置認可 



昭和 33 年 3 月 25 日 大学院教育学研究科修士課程教育心理学専攻を廃止し、教育

原理専攻設置認可 

昭和 35 年 4 月 1日  教養学部英語学科を語学科に改称 

昭和 37 年 3 月 23 日  教養学部教育学科増設認可 

昭和 37 年 3 月 23 日  教育学専攻科設置認可 

昭和 38 年 3 月 29 日  大学院行政学研究科修士課程（行政学専攻）設置認可 

昭和 39 年 3 月 31 日  大学院教育学研究科博士課程（教育原理専攻、教育方法学専

攻）設置認可 

昭和 44 年 4 月 1日  教養学部自然科学科を理学科に改称 

昭和 51 年 3 月 25 日  大学院行政学研究科博士課程（行政学専攻）設置認可 

昭和 51 年 3 月 25 日  大学院比較文化研究科修士課程、博士課程（比較文化専攻）設

置認可 

昭和 52 年 10 月 18 日  国際基督教大学高等学校設置認可 

昭和 53 年 4 月 1日  国際基督教大学高等学校（普通科）開校 

昭和 62 年 3 月 18 日  大学院理学研究科修士課程（基礎理学専攻）設置認可 

平成 2年 12 月 21 日  教養学部国際関係学科増設認可 

平成 19 年 4 月 26 日  教養学部アーツ・サイエンス学科設置届出 

平成 21 年 4 月 27 日  大学院アーツ・サイエンス研究科設置届出 

平成 28 年 3 月 31 日  大学院理学研究科廃止届出 

平成 29 年 3 月 3日  教養学部人文科学科、社会科学科、語学科、理学科、教育学科

及び国際関係学科廃止届出 

平成 30 年 3 月 31 日  大学院行政学研究科廃止届出 

令和 2年 3月 31 日  大学院教育学研究科廃止届出 

 

3. 設置学校及び学部・学科・研究科等の入学定員、学生（生徒）数の状況（2020 年 5

月 1 日現在） 

（1）国際基督教大学 （1953 年 4 月 1 日開学） 

  学  長 岩切 正一郎 

所在地 東京都三鷹市大沢 3-10-2 

   教養学部 アーツ・サイエンス学科 

   大学院  比較文化研究科 

アーツ・サイエンス研究科 

 ①教養学部定員及び実員 （単位：名） 

 入 学 定 員  総 定 員  実 員 摘 要 

教 養 学 部 合 計  620  2,480  2,964  

アーツ・サイエンス学科  620  2,480  2,964  



 

 ②大学院研究科定員及び実員 （単位：名） 

 入 学 定 員 総 定 員  実 員  

大 学 院 合 計  104  228  208  

比較文化研究科  ─ ─ 1  

 

2010年 4月

募集停止 

アーツ・サイエンス研究科  104  228  207  

 

（2） 国際基督教大学高等学校 （1978 年 4 月 1 日開学） 

 校 長 中嶌 裕一 

 所在地 東京都小金井市東町 1-1-1 

 全日制課程普通科 

 

 ① 高等学校定員及び実員 （単位：名） 

 入 学 定 員  総 定 員  実 員 

普 通 科 合 計  240 720 755 

うち帰国生 160 480 519 

一般生 80 240 236 

 

4. 教職員数 

（1） 大学教職員 

専任教員 151 名（客員教員を含む）   

非常勤講師 109 名 

専任職員 146 名（特別職員・一般嘱託・特別嘱託等を含む） 

（2）高等学校教職員 

専任教員 48 名 

非常勤講師 47 名 

専任職員 12 名 （一般嘱託・特別嘱託を含む） 
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【事業の概要】 

I. 大学 

本学は、1953年開学以来、学問への使命、キリスト教への使命、国際性への使命を掲げ、少人数制に

よるリベラルアーツ教育によって世界を舞台に活躍する人材を輩出してきた。その教育理念は「神と

人とに奉仕する」人の育成にある。このことは21世紀も変わることなく堅持する。 

文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」（事業期間は2014年度から2023年度までの10年）に

採択された本学の取組『信頼される地球市民を育むリベラルアーツのグローバルな展開』は、7年目に

あたる2020年度も実施計画を着実に遂行した。今後も本取組の推進により世界のリベラルアーツ大学

と協働して、本学の使命を果たしていく。 

さらに、理想とするリベラルアーツ教育を実践し、グローバル化を一層進めていくためには、これら

に相応しい学修環境の構築も重要な課題であるとの認識のもと、2020年度は本館と理学館の改修およ

び新館建設の基本計画を策定した。 

本学は、中長期的展望にたち、さらに発展し献学の理念を達成するために、2020年度は通常の事業に

加え以下の事業を行った。 

 

1. キリスト教精神に基づく教育環境の充実 

新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により、2020年春学期の大学礼拝、全学行事であるC-Week

（キリスト教週間）は、やむを得ず中止となったが、秋学期からは大学礼拝を再開し、ライブ配信も

開始した。その結果、以前より多くの教職員がライブ配信で大学礼拝に参加するようになり、また新

入生のオンライン参加も顕著であった。本学の伝統行事でもある燭火礼拝は、学生、関係者の協力の

もとオンラインで実施し、卒業生を含む多くの視聴者から好評を得た。遠隔地からも共に礼拝を捧げ

ることが可能となったことはコロナ禍での恩恵である。2020年5月には学生サービス部との協力によ

り「ICU教会 学生生活かけこみ募金」を立ち上げ、生活に困窮する学生に迅速な支援を届けるため、

ICU教会が大きな役割を果たした。 

 

2. ICUで学ぶ潜在的能力／資質を持つ入学者を選抜する制度の強化 

学生募集広報全体としては2015年度入試制度改革以降、一般選抜に関する情報訴求力を高めること

を目的として策定された中長期の学生募集方針に基づき、国内外とも高校教員、高校生との接触の機

会を増やすとともに高大接続に係る観点を共有する対応に努めてきた。 

2020年度は、コロナ禍、従来の接触型の活動が制限される状況の中、受験生の情報獲得の機会損失

を最小限にとどめるよう予定行事のオンラインへの振替や人数限定の新規接触型事業を展開するな

ど、コロナ後を見据えた新たな施策開発のトライアルの一年でもあった。今後も高い効果の見込める

対面イベントを組み込みながら、オンラインの有効性を生かし、他大学との差別化を図るべくライブ

配信を主軸とするプログラムを実施する。加えて、接触した受験生を繋ぎ止めるフォロー・アップま

で含む新機軸の広報活動を目指す。 
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（1）一般選抜 

コロナ禍、従来の形で高校訪問や各地での進学相談会が実施できない中、オンラインによるオー

プンキャンパス、大学説明会、高校教員向説明会、予備校向ガイダンス、個別相談などを実施し、

高校教員向けのメールマガジン発行という新たな取り組みも開始した。その結果、多くの大学が志

願者数を減らす中、一般選抜での志願者数は1,250名（昨年比91％）と微減に留めることができた。

現状の広報施策は2021年度から急加速する18歳人口の激減期に向けての長期的展望による施策で

あり、高等学校との地道な連携強化やさまざまな情報発信により、本学の教育に共感するコア層を

固め拡張することで、志願者減を少しでも食い止めることを目指している。今後も引き続き、対面

とオンラインを併用しながら本施策を強化、継続していくことが肝要である。 

（2）総合型選抜 

新たに加わった「IB認定校対象」カテゴリーについては、これまでの広報戦略の一環として実施

してきたIBプログラム実施高校への継続的な接触に加え、高校教員向説明会の中で「IB認定校対象」

の分科会を設け、IB認定校生徒向けのオンライン説明会を実施するなど情報訴求に努めた結果、初

年度12人の志願者を得ることができた。3名の志願者を得た「理数探求型」では、「文理を横断する

学び」を 機軸として展開している一般選抜の広報、高大接続プログラムScience Café（理系教員

による研究紹介）などとも連動し、引き続き、リベラルアーツ教育の中でのさらなる理系志願者数

の増加を目指す。早期に出願を決める総合型選抜については、オンライン・リベラルアーツ・ラウ

ンジ（特定のテーマに関する在学生によるトーク）やオンライン個別相談など定期開催のプログラ

ムで志望をつなぎとめることも有効であった。全体の志願者も215名（前年比102%）と前年を上回

ることができた。 

（3）学校推薦型選抜 

高校教員向け説明会、高校教員向けメールマガジン発行などにより、コロナ禍でできうる高校教

員への接触を展開した結果、志願者も242名（前年比109％）と前年を上回ることができた。高大接

続プログラムとして実施したGlobal Challenge Forum（全4回のオンライン授業シリーズ）やScience 

Caféについても積極的に指定校にアプローチを行い、多くの参加者を得ることができた。今後も高

大接続プログラムなど、ICUのリベラルアーツ教育の質の高さを伝える機会の提供が、安定した志

願者確保につながることに期待する。 

 

尚、2020年度から全ての入試の出願をオンラインとした。この事により志願者は出願手続きが更

に容易となった。また、同一のベンダーとした事で、複数の選抜方法で受験する志願者に加え、業務

を行う職員の負担が軽減された。 

上述の入学者選抜制度を支える受験生向広報活動としては、オンライン・オープンキャンパス（夏

2回、春１回、地方3回で3200名程の参加）を中心に、月例開催のオンライン・イベント（リベラルア

ーツ・ラウンジ、個別相談）を定着させ、人数限定予約制でのキャンパス・ビジット・デイも定期開

催し、受験生と少しでも多く接触できる機会を設けた。 

（4）ユニヴァーサル・アドミッションズ 

1) 4月入学帰国生入学試験  

志願者数は近年で突出した志願者を得た昨年をさらに超え271名（前年比105％）となった。オ

ンラインのメリットを生かし、北米、アジアなどそれぞれの地域に住む帰国生が参加しやすい日

程での日本語による帰国生向け大学説明会を6回開催した。外国籍学生確保を目的とした海外リ
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クルーティング強化の波及効果の中で、今後も安定した志願者確保を目指す。 

2) English Language Based Admissions (April/September Entry) 

外国の教育制度で教育を受けた学生を受け入れる書類選考には、カウンセラーあるいは日本

語教師との信頼関係の構築に注力しながら展開してきた海外リクルーティングによる情報訴求

効果が明確に現れている。コロナ禍、現地高校の訪問や対面での説明会は開催できなかったが、

英語によるオンライン・オープンキャンパスの開催、北米、アジア、ヨーロッパなどそれぞれの

地域の高校生向けの英語によるオンライン説明会を6回、ICUのバイリンガルによるリベラルアー

ツという特長的な学びの一端を海外の高校生にも体験してもらうためのモデル授業も実施した。

重点高校進路指導教員向けにも英語メールマガジンを発行するなど、オンラインで情報訴求を

継続した。2015年度以降、増加傾向にある9月入学の志願者数として過去最多の452名（前年比120%）

を確保することができ、導入４年目となる4月入学では、99名（前年比79%））の出願者であった。

多様な教育制度を背景とした学生確保につながっている。 

3) EJU利用選抜（4月／9月入学） 

新たに導入され4年目となるEJU利用選抜においてもオンラインでの情報訴求が中心となった。

過去の実績からICUの学びに適した受験生がいると想定される国内日本語学校に向けたオンライ

ン大学説明会を開催し、情報訴求を大学院とも連携の上継続した。コロナ禍の入国制限措置によ

り国内日本語学校の生徒数の減少を受け、4月入学の志願者数は昨年32名から22名、9月入学志願

者数は9名から5名と減少した。今後も首都圏から対象地域を広げ、大学院とも連動した広報活動

を強化し、志願者の増加に注力していく。 

 

上述のユニヴァーサル・アドミッションズを支える受験生向広報活動としては、引き続き、外国

籍の4年本科生の獲得を目指す広報活動に重点をおき、カウンセラーあるいは日本語教師との信頼関

係の構築に注力しオンラインを活用した様々な取り組みを行った。オンライン・イベントは、オン

ラインの有効性を生かし、特定の地域を対象としつつも地域を超えた世界配信とした。 

【アジア】 アジアの拠点地域を定め、現地校及びインターナショナル・スクールのカウンセラー

に対して、引き続き、本学の教育の質を直接伝えることに注力した。現地校に向けたリクルーテ

ィングのために導入されたメリット型奨学金と連動したスキームによる選抜では、2021年も3名優

秀な入学予定者を確保できている。 

シンガポールでは、現地での合同大学説明会を予定していたが、コロナ禍の影響により、12月に

慶應義塾大学SFCと2大学での英語によるオンライン説明会に変更し、130名の参加を得た。香港に

おいては、地域限定のイベント実施が困難な状況があったことから、重点校のカウンセラーと定

期的に情報共有を継続することで、関係性の維持に努めた。 

【北米】リエゾン・オフィスとの契約を継続し、西海岸及びハワイに重点をおきつつもオンライ

ンのメリットを生かし、対象地域を全米に拡大し広報活動を展開した。具体的にはリエゾン・オ

フィスの提案する複数の日本の大学とのオンライン合同説明会への参加（春及び秋）し志願者層

のすそ野を広げるとともに、関心を持った層に向けては、ICUのバイリンガルによるリベラルアー

ツという特長的な学びの一端を体験してもらうためのモデル授業「Experience Academic Life at 

ICU」を秋に開催した。今後もリエゾン・オフィス、JICUFとも連携し、米国籍、二重国籍を持つ生

徒に加え、駐在の帰国生まで幅広い対象を想定した広報活動を引き続き精力的に展開していく予

定である。  
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【ヨーロッパ】 ヨーロッパにおいては、パリ、アムステルダム、ロンドン、フランクフルト、デ

ュッセルドルフ等のインターナショナル・スクール（IB校）を拠点として、IB教員養成プログラム

との連携も含めた大学として総合的なリクルーティングを展開できるよう、各IB校の教員、カウ

ンセラーと定期的に連絡の機会を確保した。 

 

新たな取り組みとして重点地域のカウンセラー（2020年度はシンガポール及びハワイ、2021年度は

香港の重点高校対象）をキャンパスに招き大学説明会の機会を提供する予定であったが、コロナウ

イルス感染拡大の影響により実施を見送った。海外での説明会や高校訪問も実施できない中、ICU単

独、他大学と連携による大学説明、学生による学びの体験談共有、モデル授業など様々な切り口で

ICUへの理解を深めてもらうためのオンライン・ライブ・イベントを年間を通じて開催してきた。

Japan University Consortiumにも加わり、他大学と連携して「日本への留学」をPRするオンライン・

イベントも月例で開催し、多い時には500名を超える申し込みもあった。オンラインを活用してすそ

野を広げる広報活動と、関心を持っている層にICUの学びの質の高さを訴求するための広報活動を両

輪で継続していく。参加者に対するイベント後のフォロー・アップが今後の課題といえる。 

（5）高大接続 

地域ブロック化において、広報活動の拠点と位置付ける地域からの志願者・合格者・入学者の増

加を図るべく、これまで実施してきた出張モデル授業、大学の授業見学受入れについてはコロナ禍

限定的な実施となったが、オンラインを活用した以下のような新たな取り組みを行った。 

主体性を持って多様な人々と協働する教育の接続という本質的な高大接続を目指し、高校生に向

けた新たな教育プログラムとして2019年度にパイロット・プロジェクトとして実施した「Global 

Challenge Forum」（全4回のオンライン授業シリーズ）を人文科学、社会科学、自然科学、学際の4

分野で12月～3月まで実施した。少人数のリベラルアーツ的授業体験を促すもので、1コース約20～

30名限定で募集し、91名の高校生が参加した。首都圏のみならず全国の高校から参加があり、高校

生に新たな関心や刺激を与える機会を提供できたことに加え、参加者の在籍高校の関係教員からの

高い評価も得ることができた。 

また、新たな取り組みとして、リベラルアーツで学ぶ理系分野をテーマに高校生が広く理系分野

に触れることができる「Science Café」（オンライン、理系教員による研究紹介）を高大連携協定校

と協働で開発した。物理、化学、生物学・環境学の3分野で実施し、全体で600名を超える参加があ

った。リベラルアーツで理系を学ぶ意義や主体的に学ぶということについて高校生が考える機会を

提供できたことに加え、学年単位で参加した高校もあり、Global Challenge Forum同様に、高校教

員からも高い評価を得ることができた。これらの新規取り組みを継続するとともに、海外の高校も

視野に入れた高大接続にも取り組んでいく予定である。 

高大連携協定校は、新たに1校加わり、2020年度は8校と協定を締結している。また、日本の高等

学校との連携協定に加え、インターナショナル・スクールとの協定締結も開始され、今後は海外現

地校も含め、連携事業を推進していく。 

 

3．教学改革の推進：教養学部 

（1）カリキュラム運営 

2019年度までに各専修分野（メジャー）において検討を行ったカリキュラム構造と履修モデルに

基づき、より持続的で安定したカリキュラムの運営を図った。2020年度はCOVID-19感染拡大防止対
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策を講じながら授業を継続するため、その時々の感染拡大状況や社会情勢を踏まえ、学期により開

講形態を下記の通り変更した。 

- 春学期：対話型授業を継続するためビデオ・Web会議アプリケーションを新たに導入した。く

わえて従来より導入が進んでいたオンライン学習管理システムをいっそう活用し、全科目をオ

ンラインで開講した。オンライン開講が不可の科目は年度内の別学期に開講を延期した。 

- 秋学期：COVID-19の感染拡大防止に最大限配慮しながら、教育効果と必要性に鑑み、一般教育

科目と基礎科目を中心とする大規模科目はオンライン、中小規模科目はハイブリッド（対面だ

が希望学生はオンラインでも受講できる形式）、実験実習や体育実技等科目は対面を導入した。

各々の開講比率はオンライン科目約70％、ハイブリッド・対面科目約30％であった。 

- 冬学期：社会は徐々に落ち着きを取り戻したものの、いまだ海外にいて入国できない学生や、

諸事情から東京以外の地域にある実家に留まる学生、健康上の理由から対面授業への参加リス

クの高い学生がいることに配慮し、秋学期の開講方針を継続した。各々の開講比率はオンライ

ン科目約70％、ハイブリッド・対面科目約30％であった。 

（2）一般教育科目 

リベラルアーツセミナーを計画通り計7科目開講した。リベラルアーツセミナーは、定員15名の

少人数のセミナー形式を採る一般教育科目で、学生は、文献調査やアカデミック・ライティング等

の基礎的技法を学びながら、教員との交わりを深めつつ、批判的思考に基づいた学術的ダイアロー

グの力を涵養する科目である。受講学生はアカデミック・スキルズを集中的に習得でき、開講教員

は、一般教育科目ならではの分野横断的なトピックスについて、多様な文献の読解と学生との深い

対話を授業内において実現できた。 

一方、特定のメジャー科目としてではなく、一般教育科目の枠組みの中で「数理統計」が関わる

科目を強化したいとの大学方針を受け、学務副学長の任命により、一般教育科目委員会の下に「数

理・統計・情報ワーキング・グループ」（委員長：教養学部カリキュラム担当副部長）を設置した。

人文科学・社会科学・自然科学全分野から委員を選出、年間全8回の委員会を開催した。議論の結

果、文理融合リベラルアーツの強みを生かし、「日常社会生活におけるデータサイエンス力」の涵

養を目的に、2022年度より新規2科目を開講、現在開講の関連2科目の教授内容を再検討することで

合意した。 

(3) 語学プログラム 

A. リベラルアーツ英語プログラム（English for Liberal Arts: ELA） 

学部生の論文・レポート執筆を支援する大学院生チューター育成のため、ELA講師が主体となる

新たな科目「アカデミック・ライティングのためのチュータリングの基礎（英語）」を開講した。 

春学期に大学院生、学部生を対象に開講し、冬学期には修了者からライティングサポートデスク 

(WSD)にて初の学部生チューターが採用され、ELAに在籍する学部低学年の指導を行った。新規科目

開講は、ELA、WSD間の関係強化、チューターのアカデミック・ライティングへの理解促進に繋がっ

た。 

B. 日本語教育プログラム（Japanese Language Programs: JLP） 

1) 2020年度から年2回のプレースメントテストをオンラインに変更。テスト期間を10日程度設け学

生に課題を提出させた上で、インタビューを実施した。JLPトラックの新入生だけでなく、リベ

ラルアーツ英語プログラム（ELA）トラック生、大学院生に向けての告知も行い、受講生を受け

入れた。 
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2) ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）に基づいた到達目標と実際のコース運営をすり合わせ、コー

スシラバスに明示した。また、中級レベルの教科書開発を行ない、2020年秋学期より試用版の使

用を開始した。その使用版の出版を目指し内容の検討を継続した。 

3) ＜外国語としての日本語＞プログラムでは、春・冬学期に「中級日本語学習者のための語彙・漢

字 1、2」を新規開講した。中級コースで学習中の学生ばかりでなく、上級コースを修了した学

生も履修し、多様化する学生のニーズに応えたコースとなった。 

4) ＜第1言語/継承語としての日本語＞プログラムでは、一部のコースを従来の午前・午後にまた

がる授業時間から、午後のみにまとめることによって学生が他のコースを履修しやすくした。

アカデミック・ライティングのコースに代わり、より少ないコマ数で集中して論文作成ができ

るコースを新設した。 

C. 世界の言語 

全9言語のすべての科目において、言語を通し世界への視野を広げることを目的として授業を展

開した。従来の教授法に加え、動画資料やオンラインによる授業を導入し、多様なバックグラウン

ドを持ち語学レベルも様々な学生に対応した。その他、COVID-19の影響で限定的な実施となったが、

コミュニケーションや多様性への理解を深めるために教室外のイベントを企画するなどした。 

(4) 保健体育プログラム 

雨天時やCOVID-19対応が必要な状況下で、対面授業開講に必要なスペース確保のため、新体育施

設を活用した。カリキュラム面では、実施4年目に入った新カリキュラムを安定的に継続した。 

(5) 英語開講科目 

多様な言語背景を持つ学生の学修環境充実のため、全メジャーにおける英語開講科目の比率に引

き続き注視し、2020年度は教養学部の全開講科目のうち約33％を英語で開講した。（ELA、JLP、世

界の言語、体育実技、卒業研究、キャンセル科目を除く） 

(6) COILプログラム事業 

文部科学省平成30（2018）年度「大学の世界展開力強化事業～COIL型教育（オンラインを活用し

た国際的な双方向の教育手法）に採択された取組を、東京外国語大学・青山学院大学と協働して進

め、中間評価において評定「A」を得た。 

本学はCOIL型授業8科目を開講し、本学としても取組全体としても目標数を達成した。8科目の接

続先大学と開講科目の学術分野は右記の通りである。カルフォルニア大学アーバイン校（教育学）

3科目／カリフォルニア大学リバーサイド校（教育学）1科目／カリフォルニア大学サンタバーバラ

校（教育学）1科目／カリフォルニア大学デービス校（生物学）3科目。 

一方、COVID-19の影響を受け、学生交流はオンラインにてプログラムに参加した派遣学生8名に

留まったが、学生交流の代替措置として、日米におけるオンラインスタディツアーの実施、対象大

学以外の教員とのCOIL型授業の実施を遂行した。 

（7）ライティング教育の推進 

2020年度のライティングサポートデスクやプルーフリーディングのチュートリアルはオンライ

ンで実施することになったが、例年より多くの利用があった。リベラルアーツ英語プログラムおよ

び日本語教育プログラムの教員の協力を得て、チューターの研修プログラムを充実させた。また今

年度より開講されたアカデミック・ライティングのためのチュータリングについての授業を受講す

ることで学部生もチューター業務を行うことができるようになった。 

（8）学修・教育支援の充実 
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1) 学生への支援 

昨年から開始した新入生向けメジャー説明会のポスターセッションは感染防止のため実施する

ことができなかったが、メジャーインフォメーションサイトのリニューアルを行い、オンライン

で情報を提供した。また、アカデミックプランニングサービスとライティングサポート、特別学

修支援室の連携を強化し、学修に困難を抱えた学生のサポートを丁寧に行う体制が整った。 

2) 学生調査データの活用 

入学前調査、一年次調査、学生意識調査、卒業時調査、授業効果調査の分析結果を学内サイト

で公開するとともに、授業効果調査のデータについて、評価のためではなくFDや学生の履修計画

等により活用できるようFD委員会で検討を行った。 

春学期にオンライン授業に関するアンケート調査を実施し、今後の授業に生かせるよう、学生

からの改善希望や好評だった取り組みなどを公開した。 

3) TA制度の改善 

新たなTA制度において、TAの業務報告書を分析しその結果を毎学期にCTL運営委員会で共有した。

報告書等からTAの活用事例を収集するとともに、教員向けにTA活用セミナーを、新しく任用され

たTA向けにオリエンテーションを毎学期始めに開催した。全TAを対象とした研修も2回行った。 

4) 教育方法の強化 

授業がオンライン化されたことで、オンラインの学修管理システム(LMS)や動画コンテンツ作

成・配信プラットフォーム、Web会議システム等の活用が一気に進んだ。授業におけるICTの活用

が、障がいや様々な困難を抱える学生の助けとなった。また、海外からのゲストスピーカーの参

加が容易になるなどの効果もあった。 

 

4．教学改革の推進：大学院 

（1）5年プログラムの安定した運営 

学士・修士5年プログラムは、 教育と研究、キャリア形成支援、学部生に向けた広報について、

学部と大学院との連続性を一層強化し、安定した運営を行った。その結果、大学院入学者数（2021

年度23人）、5年プログラム生候補者数（2021年度37名）といずれも2012年度の開設以来過去最高を

記録した。 

（2）新3プログラムの具体的計画 

リベラルアーツの素養をもった実務家養成のため2019年度に開始した「外交・国際公務員養成

プログラム」「責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム」「国際バカ

ロレア（IB）教員養成プログラム」を発展させ、下記の通り修了生を輩出した。 

- 「外交・国際公務員養成プログラム」該当なし（修了に向けて履修中） 

- 「責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム」２名。 

- 「国際バカロレア（IB）教員養成プログラム」6名。 

「外交・国際公務員養成プログラム」は、欧州8大学院による学生交流を伴う「人道アクション

ネットワーク（NOHA: Network on Humanitarian Action）」をその一部とし、本学の使命である「恒

久平和の確立に資する人材の育成」に取り組んだ。NOHAプログラムは、受入・派遣学生数のさらな

る安定と、東北スタディツアーをはじめとするカリキュラムの拡充を図った。 

「人道アクションネットワーク（NOHA: Network on Humanitarian Action）」は5名の学生を受入

予定であったが、COVID-19の影響で受入を中止した。派遣も募集を中止した。 



 

8 

「責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム」は、格付機関の専門

家をゲストとして招く「企業金融特別講義I」（履修者数4名）、企業ESG部門の専門家を招聘し行う

「企業金融特別講義II」（履修者数5名）など、関連科目の開講を開始した。 

「IB教員養成プログラム」では、CTL(Certificate in Teaching and Learning)推進とACTLR 

(Advanced Certificate of Teaching and Learning Research)の募集を開始した。 

(3) ロータリー・人材育成奨学計画（JDS）両プログラムの充実 

国際ロータリーとの協力により、世界平和と紛争解決を推進するリーダーを育成するロータリ

ープログラム（2020年度新規受入７名）、そして、日本政府の人材育成奨学計画に参加し、アジア

を中心とする諸国の若手行政官・実務家・研究者を育成するJDSプログラムにおいては、博士前期

課程学生受入を継続した（2020年度新規受入23名）。 

(4) 研究者育成 

博士後期課程における若手研究者育成のため、新規科目「研究者のための技法 I - アカデミッ

ク・プレゼンテーション／Techniques for Researchers I - Academic Presentations」（冬学期、

履修学生数8名）「研究者のための技法 II - 研究計画と研究費申請／Techniques for Researchers 

II - Research Grant Writing」（秋学期、履修学生数8名）が開講された。 

 

5. 学生宣誓の実質化 

新型コロナウイルスの感染拡大に配慮し、2020年4月、9月の入学式はいずれもオンラインでの開催、

同時に学生宣誓もオンラインでの実施となった。新型コロナウイルスが、新しい日常への時計の針を

進めた感がある一方で、学生や教職員が1953年の第1回入学式以来、約70年行われてきた学生宣誓に

ある「世界人権宣言の原則にたつこと」「法を尊ぶこと」「学則ならびに指示に従うこと」を、コロナ

禍という異例の状況の中であらためて省察するきっかけとなった。そして現在置かれている状況への

批判、反省、どのような状況下でも宣誓の理念を実現すべきという決意、そのための創意工夫へと、

深く広く考えるに至った。 

また、具体的な、新たな取り組みとして、宣誓の規範となっている世界人権宣言の理解を促進すべ

く「三言語（日英仏） 世界人権宣言」出版プロジェクトを発足し、その中で同宣言に関する書籍の

翻訳作業やディスカッション、本学教員陣による人権に関する特別講義等を実施した。 

 

6. 国際教育プログラムの展開 

交換留学・海外留学の長期留学プログラムは、学生からのニーズに応じたプログラム拡充に努め、

新規学術交流協定として、イギリス・ダーラム大学、マンチェスター大学を追加し、現在協定校数25

カ国77大学となった。2020年度は、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、計画したほぼすべての

留学プログラムの派遣、受入が中止となった。渡航を伴う留学が叶わず、夏休みの海外英語研修（SEA）

プログラムはすべて中止した。夏期留学プログラムはオンライン授業が提供されたものは、オンライ

ン授業への参加と単位編入を認めた。交換留学プログラムは、派遣、受入れ共に授業を日本／海外か

らオンライン履修、留学時期の延長、中止等、協定校や学生一人ひとりの状況に応じて柔軟に対応し

た。Middlebury Institute of International Studies at Monterey（MIIS）Accelerated Entry Program

は秋にモントレーとオンラインでつなぎ、MIISスタッフとの合同説明会を実施。2021年度から新規追

加したNonproliferation and Terrorism Studies（核不拡散テロリズム研究）への派遣学生1名が内定

した。すべての留学プログラムについて、手続き、情報提供、留学アドヴァイジングのオンライン化
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を促進し、さらに国際交流室ホームページのリニューアルを行った。 

また、交換留学プログラム協定校と協力して進める語学交流プログラムとして、英語を学習中の本

学学生と、日本語を学習中の協定校の学生をマッチングしてオンラインで交流する「Language Buddies」

を開始した。 

 

 国際サービス・ラーニングでは、アジアの5カ国（中国・フィリピン・インドネシア・タイ・イン

ド）に加え、南アフリカのケープタウン大学とアルゼンチンのサン・イシドロ大学と協定を締結。2020

年度は、計7カ国8地域の大学・機関と連携して夏休みの約30日間、学生を派遣予定していたが、新型

コロナウイルス感染症の影響ですべて中止した。 

コミュニティ・サービス・ラーニング（国内）では、（1）ICUと外部機関との連携によるプログラム

（長崎大学との連携等）、（2）学生が独自に活動先を探すプログラム、（3）ミドルベリー大学と共同

で実施するJapan Summer Service-Learning  (JSSL)プログラムの実施を予定していたが、海外学生を

受入れるJSSLは中止したものの、その他のコミュニティ・サービス・ラーニングは、オンライン授業

と遠隔サービス活動を取り入れ実施したほか、年度後半は31名の学生が国内各地に赴きサービス活動

に従事した。外部機関との連携プログラムについては、国内においては長野県天龍村、三鷹市、長崎

平和推進協会、海外においてはガーナのホー工科大学と協定締結を進め連携強化に取り組んだ。JICUF

とサービス・ラーニング・センターと連携し、地域コミュニティ支援のための「コモン・グッド基金

学生プロジェクト」を立ち上げた。 

また2020年度は、サービス・ラーニングとメジャーの関連性を強化する仕組みづくりを行った。具

体的には、サービス・ラーニング・プログラムを全学的かつ自発的な取り組みとし、各メジャーの学

びにつなげるため、教員の専門分野に関連したサービス活動を行う教員主導の国内サービス・ラーニ

ング・コース2つを2021年度から開設し、また2022年度開始の教員主導の国際サービス・ラーニング・

コースを募集することになった。 

 

7. 進路支援等の学生支援 

（1）多様な採用スケジュールへの対応・環境整備とさらなる充実 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、進路支援の在り方を根本から見直さざるを得ない

1年となった。学生がキャンパスに来られない中で、如何に必要な支援を継続するかの判断を求め

られたが、個別支援（キャリアカウンセリング等）・集団支援（セミナー等）のいずれにもオンラ

イン対応を導入。当初は使用ツールの選定や運用などで若干の混乱が生じたものの、大学として

Zoomの使用が公認化されたことでITセンターの全面的なサポートも実現し、オンライン支援のノウ

ハウを存分に獲得できたと評価している。 

その一方で、対面でのコミュニケーションを通じた個別支援が必要なケースも散見されたため、

今後の感染状況を踏まえつつ、規制緩和の検討が課題となる。 

1) 学内企業研究セミナー（Placement Week）の増設 

春学期の終了直後（6月末）に「インターンシップフェア」として学内セミナーを企画し、19社

が参加予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、中止となった。2021年度はオ

ンラインセミナーとして同時期の実施を予定している。 

2) 障がい学生、外国人留学生を対象とした支援 

2019年度同様、ガイダンスを実施した（いずれもオンライン）。他部署との連携については、コ
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ロナ禍で十分な情報交換ができなかったこともあり、前年を上回る成果を挙げるには至らなかっ

た。 

3) 大学院進学希望者の支援 

進学した卒業生による懇談会は、オンラインのメリットを活かして、日本国内のみならず、海

外からの参加者も含む複数のOBOGが登壇。ブレークアウトルームに分かれたセッションなども展

開し、充実したイベントとなった。ただし、構想中だった「学内での他大学大学院の説明会」は

残念ながら着手に至らなかった。 

（2）外国人留学生、帰国生支援の充実 

2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、留学生の入国が困難な状況が続く中、

日本国が定める防疫措置に対応できる体制を構築し、受入のための準備を進めた。更に、刻々と変

わる状況下において、他大との連携を図り、有益な情報交換と課題解決に向けての協力体制を築く

とともに、学内では部署を横断して、留学生への情報提供や対応を継続して行っている。また、防

疫措置終了後、大学への入構の際にはヘルスケアオフィスとの健康面談を実施し、入国後のケア体

制を整えている。 

（3）奨学金制度の見直し 

1) COVID-19状況下において、特に在日している留学生への支援に力を入れた。具体的には、緊急特

別給付金COVID-19については、支援の行き届きづらい留学生も対象とし、日本人学生と同様の奨

学金受給の機会を与えた。 

2) 大学院生へのより効果的な支援として、1学期分に加え、2学期分、3学期分相当も作り、入学時

の成績に基づく適切な分配による経済的支援を追加実施した。 

3) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学びの継続が困難な学生に対して、国の新制度

（給付型奨学金及び授業料減免）と学内奨学金と緊急特別給付金COVID-19を組み合わせての需

給することで、少しでも経済的な支援に資するべく運用を図った。 

（4）新入生リトリート 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、従来の1泊2日の宿泊を伴う形式から、ハイブリッ

ト（対面とオンライン）形式の１日で完結するキャンパスでのリトリートを実施した。ICUのアイ

デンティティ形成の一助となる、ICUの歴史に関するレクチャーや、教員および上級生との対話機

会を持つことで、入学後数少なかった「ICUらしさ」を体感できる場面を創出した。実施後のアン

ケートでは、COVID-19状況下における開催への感激と感謝の声が多く聞こえた一方で、宿泊行事へ

の強い希望と惜しむ声が多く寄せられた。 

 

8. 研究の活性化と支援 

（1）研究所における研究の活性化支援及び運営の効率化 

科学研究費助成事業（科研費）については、引き続き、丁寧な応募支援を続けた。令和2（2020）

年度の本学の採択率は28.0％（全国平均は27.4％）と例年より下がったが、2020年度の秋に応募し

た2021年度の科研費のうち、結果が判明している課題については、46.2％と高い採択率となってい

る。コロナ禍で出張ができなくなるなど研究活動は一部制限されたが、科研費及びその他の外部資

金研究費について、引き続き、積極的な応募が見られた。また、大学院生を対象に、日本学術振興

会の特別研究員養成事業や学内の博士研究員制度についての説明会をオンラインで実施し、資料や

映像を学内ポータルに掲載した。 
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（2）科学研究費助成事業等外部資金への応募支援 

コロナウイルスの感染拡大により、夏頃まで研究所助手（RIA）のキャンパス入構が制限され、

また、予定されていたイベントの多くが中止や延期を余儀なくさせられた。一方で、複数の研究所

でオンラインのシンポジウムや講演会等を開催し、一部のイベントでは通常より多くの参加者が集

まる等、オンラインならではの成果も見られた。RIAは、キャンパス入構が可能となった秋以降も、

テレワークとオフィスでの勤務を組み合わせて業務を進めている。また、RIAの業務内容や勤務に

ついての留意点等を明記した「RIAの勤務に関するガイドライン」を2021年度に向けて策定した。 

 

9. 教職員の任用と育成 

（1）教員人事の事務体制の整備 

過年度よりも教員人事担当部署間での情報共有を増やし、業務上の連携を強めた。コロナ禍での

国際公募および採用活動を円滑に進めるために、来学が叶わない候補者の面接・模擬授業は、オン

ラインで実施した。候補者の資格審査を行う各種会議もオンラインで実施したため、応募から採用

決定までがオンラインで完結する体制となった。 

（2）新任教員への支援 

新任教員向けFDプログラムの見直しを行い、オンラインコンテンツと集合研修を適宜組み合わせ

ることで、4月着任の教員にも適切な時期に必要な情報の提供を行うことが可能となった。 

（3）ファカルティ・ディベロップメント 

オンライン授業を行う教員向けに、ワークショップの開催やコースを作成し、様々なコンテンツ

を共有した。ランチを持ち寄り、自由に意見交換を行う「Brown Bag Lunch & Learn」を開始、今年

度はオンラインでの開催となったが、7回実施し、オンライン授業での悩みや事例の共有など、教

職員の交流の場となった。 

（4）英語を母語としない教員向けのEnglish Medium Instruction研修 

Oxford English Medium Instruction研修は今年度もオンラインでの開催となったが、9月と3月に

1名ずつの教員が参加した。また、過去に参加した教員のコミュニティが形成されつつあり、オン

ライン授業のぴあサポートにもつながっていった。 

（5）アドヴァイジング強化 

成績不良学生を学修・教育センター副センター長とアカデミックプランニングサポートのスタッ

フが個別面談を行いつつ、アドヴァイザーによる効果的な対応やできることの可能性について検討

を行った。スタッフによるアドヴァイジングについては、あらかじめ相談内容を把握できるよう予

約フォームを刷新し、オンラインカルテの整備を行うなどアドヴァイジングの質の向上に務めた。 

（6）IRに関する研修の実施  

SGU採択校や各種ランキング上位校が公表する各種指標の分析方法（他校とのベンチマーク実施

などを含む）や本学に関する情報分析手法について、他大学と合同の研修を実施した。 

（7）セキュリティ研修 

オンライン授業やリモート勤務に伴うセキュリティ事故を防ぐため、非常勤教員を除く全教職員

に対してサイバーセキュリティ研修を開始した。その際、多様な構成員の全員が参加可能となるよ

うにe-learningでの提供を行い、9割以上の受講率を達成した。また、個人情報を扱うことの多い事

務職員に向けては、リモートワークのための情報セキュリティガイドを策定し、本学の実務に即し

たより具体的なリモートワークのための研修を行った。 
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（8）事務職員の育成 

新人職員向けのキリスト教や財務に関する基本的な知識を修得する研修プログラムや、着任後数

年未満の職員向けの各部門担当者との意見交換会を実施した。また、大学や高等教育に関する知識

を学ぶ研修プログラム導入に向け調整を行った（2021年度春学期実施予定）。 

 

10. 大学の情報の統合と活用 

（1）一元化・データ化された教員情報の活用 

機能拡充されたicuMAP（本学における教員ポートフォリオの略称）により一元化された専任教員

に関する情報を、教員のテニュア審査・昇任審査・役職任用等の様々な場面において活用した。こ

れにより資料作成にかかる教職員双方の省力化ができた。 

（2）教学データに基づく検証 

奨学金受給状況に関する調査や、SGU独自指標に関する調査、SNS上での自大学に関する投稿等に

ついて、データに基づく分析・検証をすることにより、現状分析や新たな制度設計・展開へとつな

げられるよう、IRオフィスが支援した。 

（3）IR委員会による情報活用のための体制整備 

IRオフィスの分析業務や各組織のIR活動支援について報告・審議するためのIR委員会を年2回開

催し、データの扱いの学内ルールの整備と情報共有を進めた。 

 

11. ICUの価値を伝える情報発信 

学内関係者、在学生保護者、受験生、メディア、同窓生、ご寄付者等、 様々な大学関係者に適切

に ICU の情報を届けるべく取り組んだ。ウェブサイトについては、キャンパスの四季、教員紹介ペ

ージ等新規コンテンツを制作した。大学公式SNSについては、魅力的なコンテンツ作り、日々の継続

した投稿に取り組んだ結果、Twitter 417→1577 (昨年度末比378％)、Facebook 420→1234（昨年度末

比294％）、 Instagram 2330→3434（昨年度末比147％）と飛躍的にフォロワーを増やすことができた。

大学が発信するSNSの特性上、目的は、不特定多数への拡散ではなく、本学に関心を持つフォロワー

の関心を繋ぐことにある。それぞれのSNSの特性を生かしたコンテンツ整理を継続する。 

地方開催のオープンキャンパスにあわせ、各地で新行政者による当該地域の在学生の保証人及び同

窓生への説明を行い、大学への理解を促すとともに地域での大学のプレゼンス向上を目指す予定であ

ったが、オープンキャンパスがオンライン開催となったため実施を見送り、代替策としてウェブサイ

ト上で学長、理事長の著名人との対談記事を発信する新コンテンツを制作した。学報については、制

作会社コンペを実施し、次年度に向けコンテンツ及び対象者の整理を行った。 

また、大規模災害時の情報発信体制の強化を目的に、大学オフィシャル Web サイトサーバの運用

体制を見直し、複数の情報発信チャネルを活用し、危機発生時でも日頃の広報体制同様に、正確かつ

素早い情報発信が可能な環境を実現した。  

 

12. リベラルアーツにふさわしい環境整備 

（1）学生寮の運営体制の強化及び学生寮コミュニティ活動の促進 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により通学生を交えたイベント実施は実現できなかった

が、寮生の感染防止意識を高めるため、学外講師によるWebセミナーを実施した。講演実施後のア

ンケートでは、回答者の95％がセミナー前と後でCOVID-19に対する考え方が変わったと答え、有益
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な機会となった。 

また、新型コロナウイルス感染防止を優先したため、防災については訓練や寮内で行えることに

限りがあったが、2020年度はすべての寮において避難経路図を作成し、緊急時を想定した放送設備

点検を実施した。 

（2）情報基盤のBCP対策 

仮想基盤上の重要なデータのバックアップをクラウドへと移行し、災害時の事業継続性を確保し

た。また、2020年度は感染症対策に対応するため、VPN導入などを行い、学生・教職員がキャンパス

に来られない状況でも、学外から学内のシステムやICT環境を利用可能な環境を整えた。 

（3）ICT活用のための環境整備 

2020年度新入生からは入学時のPC必携化を進め、学生向け貸出PCサービスとあわせて、PC教室だ

けに制限されないICTを用いた学修活動が可能な環境を推進した。また、2018-19年度に実施した全

教室の無線LANネットワーク増強に引き続き、2020年度は仮想基盤の増強、ファイアウォール更新

とインターネット回線の増設を行い、今後のより高度なICT活用のための環境整備を行った。 

（4）キャンパス施設整備計画の検討及び大学諸施設等の整備実施 

1) 将来を見据えた施設整備計画（新館、ディッフェンドルファー記念館東棟、理学館、本館）など

の検討を継続して行ってきたが、建設の決定した新館については株式会社日本設計・隈研吾建築

都市設計事務所と定例会議を行い理学機能・研究所機能の移転、大教室・学生ラウンジ等の設置

を含む基本設計・実施設計について検討を重ね、2021年2月に施工業者が決定した。新館建設

は、2021年4月に着工予定である。（2022年11月竣工予定）一方、ディッフェンドルファー記念館

東棟についても、株式会社一粒社ヴォーリズ建築事務所との設計定例会議を重ね、空調改修工

事、劣化個所の修繕、エレベータの新設、照明器具の交換、講堂・舞台関連の改修及び外構改修

工事等について検討し、2021年1月に施工業者が決定した。ディッフェンドルファー記念館東棟改

修工事は、2021年4月に着工予定である。（2021年11月竣工予定）

2) 上記整備計画以外では、理学館耐震補強工事、本館中央トイレ改修（オールジェンダートイレ）

工事を実施した。

3) 空調改修工事について2020年度は図書館、湯浅八郎記念館、アラムナイハウス、グローバルハウ

ス、旧4寮等を実施し、個別空調化計画を進めている。

4) 教職員用共同住宅（6世帯×2棟）については、2021年度から入居開始を目指し計画を進めてきた

が、2020年11月末に着工、2021年7月末竣工予定である。

13. 財政の健全化と収支均衡

（1）大学教育研究予算の2020年度までの収支均衡に向けて 

2014年度から実施してきた管理会計の枠組みである「大学教育研究予算」（教育研究関連予算）

と「理事会予算」（基金運用及び施設整備関連予算）を廃止し、2019年度からは、これらを統合し

て包括的に管理することとした。ICU基金の過去（10年間）の実質平均収益率を基に学校予算への

繰入額を設定し、これを基礎として予算編成を行うこととした。2020年度も、引き続き本方針によ

り予算を編成したが、コロナ禍でのオンライン授業実施及びそれに伴う設備整備や費用負担、学生

への緊急奨学金や感染防止対策等、想定外の予算を要することとなった。これらについては寄付金

募集や補助金獲得、また全学的な支出予算の調整等を行い、本方針による予算を維持した。 

（2）募金活動の活性化及び新たな募金活動計画の策定 
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奨学金を中心とした既存の募金活動に加え、5月には「新型コロナウイルス緊急支援募金」を立

ち上げ、積極的な募金活動を展開し、目標額を大幅に超える8200万円強のご寄付を募ることができ

た。また、キャンパスの整備として、「教育施設の整備（D館）」「教育施設の整備（新館）」の募金

を開始するとともに、命名権や顕彰基準等の学内整備を進めた。教育施設の整備については、企業

向け広報も重要になってくることから、次年度募金広報活動を展開するために必要なツールの制作

を進めている。 

また、ICUの「フレンズ」を拡充していくための、募金未参加の層に対して有効な小口の募金キ

ャンペーンについては、コロナ緊急支援募金のために実施を次年度に見送った。いずれの募金活動

においても、ウェブサイトを通じご寄付の成果を広く報告し、世界各地に存在する同窓生やご寄付

者、在学生保証人との関係強化を図る。 

Ⅱ. 高等学校 

高等学校では、2020年度に新校長と新教頭（帰国生徒教育センター長）が就任した。本校が築いてき

た帰国生と国内生の相互理解教育の先進的実践、および自由な校風に根ざした学校文化を、「スーパー

グローバルハイスクール」（SGH）指定終了後にあって、グローバル教育プログラムへと継承発展させる

ことが本校に課された課題である。あわせて、高等学校学習指導要領改訂にともなう新しいカリキュ

ラム構築へ向けた検討も結実を得ようとしている。直面する課題に果敢に取り組もうとした矢先、新

型コロナウイルス感染症拡大に全世界が襲われ、本校教育活動も不安と混乱の中で難しいかじ取りを

強いられた。生徒・教職員の安全を第一としつつ、学習活動の継続を図り、日々成長を重ねる生徒を支

え励ます手探りの日々が続いている。上よりの守りと導きを願い求めつつ、教職員の献身的な働きに

心から感謝するものである。年度替わりの教頭交代に向けて、行政部内の引継ぎを遺漏なきよう進め

た。 

1. 教育に関する事業

（1）カリキュラム改革へ向けた対策 

2022年度から年次進行で実施予定の学習指導要領改訂に向けたカリキュラム委員会を第21回ま

で開催した。すでに前年度末には、新教育課程を大枠で編成し、合意することができたので、2020

年度は3年生の卒業に必要とする選択必修単位数や各科目授業のクラス展開・クラス数、第二外国

語クラスのあり方等について具体的な検討を進めた。さらに、SGH事業実施の過程で獲得してきた

広いグローバルな視野を伴った知見や教育方法を、「総合的な探究の時間」などの新カリキュラム

に反映させるため、「クロスプロジェクト」の具体的な内容検討を進めている。 

（2）グローバル教育プログラム（GLP）の充実 

コロナ禍により海外・国内スタディツアーはすべて中止としたが、これまでのツアー実施をきっ

かけに築いたネットワークとICTを活用して、海外との交流やグローバルな課題に関する学習機会

を生徒が主導してつくりあげた（SGLI講師によるオンラインレクチャー、エチオピア関連のオンラ

インイベントなど）。11月の全校学習発表会では、オンラインで海外とつないだワークショップや、

化学実験のライブ中継、マスクづくりや音楽などこれまで以上の活動の広がりが見られた。他方、

オンラインの校外プログラムや地域の活動に生徒が参加した。ICUにすでに留学中の大学院留学生

を講師としたワークショップを開催した。SGH記念講演会はオンライン配信した。授業内でもICTを
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活用した国際交流（スペイン語）、ビデオ録画による英語スピーチコンテスト（オンライン）など

が開催された。AFSアジア高校生架け橋プロジェクトを通した留学生の受け入れ、交換留学希望者

への支援を行った。 

（3）進路指導体制の強化 

大学入試改革最初の卒業生を送り出すにあたり、大学入学共通テストや外部英語検定試験等に関

する情報収集に努め、国際基督教大学アドミッションズ・センターとの協議や当該学年の担任らと

の情報共有を重ねて、生徒･保護者へは、進路ガイダンス（オンライン実施）や進路だよりを通し

て情報提供を行った。 

例年実施している有力大学による個別の説明会を対面で実施することはできなかったが、諸大学

のオンライン説明会等に関する情報を生徒に向けて発信した。オープンキャンパスへの参加にも制

約があったため、「学部学科に関するリサーチ」（調べ学習）を1，2年生に課した。海外大学や国公

立大学等に進学した卒業生による「卒業生を囲む会」を2回対面で開催した。海外大学進学に関し

ては、カレッジ・アドヴァイザー（外国語科ネイティブ教員担当）による個別の支援を重ねた。国

際基督教大学との高大接続に関し、情報交換・広報活動を実施し、特に保護者対象にはオンライン

で説明会を実施することができた。 

進路部の事業としては、新調査書発行手続、特定の大学・学部・学科や海外大学への出願の際に

必要な推薦状の作成依頼・手続について、Googleフォームを使用したしくみをすでに導入、定着を

図った。 

（4）ICT環境の充実化・活用促進 

ICT環境充実化も7年目を迎え、G-Suite（プラットフォーム）のさらなる活用方法を模索し、教

員・生徒間で利用方法の普及を進めていくことを計画していたが、オンライン授業の急展開により、

オンライン教育が一気に加速して展開した。2020年度始業をオンラインでスタートすることに決し

たその日に、テックサポートチームを組織し、新入生のGoogle Classroomへの誘導、使い方のレク

チャー（動画作成による）、トラブル対応、「オンライン授業へ向けた心得」作成等、学習活動の円

滑な継続のために尽力した。 

（5）学校図書館運営 

春学期には自宅での学習に資するため新たに導入したものを含めオンラインデーターベースの

広報に努め、初めて電子書籍も購入した。郵送による図書貸出しも行い多数の利用があった。秋学

期からは生徒の自主企画も含め、学校行事と組み合わせた図書の購入・ブックフェア・図書館講演

会を実施できた。あわせて図書館報の記事を生徒に作成させる等により、生徒の主体的な学びを促

進できた。 

（6）学寮運営体制 

2017年度に開始した学寮の外部委託制度と、教員参加による新学寮委員会体制は、順調に機能し

ている。2020年4月には新たな寮監寮母2組を迎えた。9月には学寮改修工事が完了し、5棟運用体制

となり、男女全室を二人部屋とすることができた。2021年度以降の入寮費と寮費の改定を周知して

いるが、寮生数は定員をほぼ満たす水準である。コロナ感染症対策として、学寮内の感染症予防策

を構築し、全寮生に周知徹底している。寮生や身元引受宅の負担の軽減を図り、学習環境を維持す

るため、オンライン学習期間中の特別在寮や週末の特別開寮を試行している。各入試の合格発表日

に行われる入寮説明会をオンラインで実施した。 

（7）同窓会との連携 
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同窓会との連携を強化し、募金活動等への協力体制を構築する途上にある。法人の募金委員会か

ら高校募金委員会を独立させ、さらなる体制の充実を図り、同窓会役員から委員2名を迎えた。同

窓会が毎年秋に発行するNEWS LETTERに高校からの発信を掲載するとともに、「サポート募金のお願

い」を重ねて示すなど、働きかけを強めている。本校HPと連動して、グローバルに活躍する卒業生

のネットワーク構築（グローバルスタディネットワーク）として、卒業生有志と在校生をつなぐ試

みを進めつつある。 

（8）新型コロナウイルス感染拡大への対応 

生徒・教職員の安全を第一としつつ、可能な限り学習機会の確保を図るべく以下のとおり対応し

た。文部科学省「衛生管理マニュアル」や「教育活動の再開等に関するQ＆A」などに準拠して校内

における感染症対策を学校医と連携の上で構築し、生徒・教職員に周知した。また、本校関係者の

感染症罹患にあたっては、本人の人権・プライバシー保護を図りつつ、校内における感染拡大を防

止すべく担当保健所と連携して適切に対応した。 

【春学期】政府要請に伴い2020年3月2日から春季休業中まで臨時休校とした。これに続いて、感染拡

大の状況から新年度のスタートをオンラインで始めることとし、入学式等を9月に延期した。4月7日

に緊急事態宣言が発出されたことをうけ、このオンライン授業期間は6月1日まで続いた。この間、

本校においては予定された時間割通りにオンライン授業を進め、学習の遅滞が生じないようつとめ

た。教職員にも在宅勤務を呼びかけ、出勤抑制を図った。オンライン環境に不足する生徒・家庭に

は、ChromebookやWifiモバイルルーターを学校から貸与するなどした。あわせて、担任・養護教諭・

カウンセラーらによる支援体制を構築し、生徒にオンライン上での面談を行うなどケアにつとめた。

6月2日からの登校再開にあたっては、分散登校期間を置き、校内における感染対策の徹底を図った。

春学期の間は、40分短縮授業、時差通学を継続した。予定より8日、終業日を延長した。 

【秋学期】徐々に従来の学校生活を回復させるよう試みた。秋学期以降45分短縮授業とし、時差登

校を継続した。オンラインで行われたTHE FES DAYや、中庭でのクリスマス・キャンドルツリー集会

など、生徒の創意工夫により新しいスタイルの学校行事が次々と生み出されていった。 

【冬学期】急激な感染拡大をうけ、生徒の安全と学習の継続を守る観点から、1月14日から2月13日ま

でオンライン授業とした。生徒・教員ともにオンライン授業の実施にさらに習熟する機会ともなっ

た。3月には、二度にわたり延期した3年生沖縄修学旅行を、感染症対策を徹底しつつ安全に実施し

た。卒業式も生徒・教職員のみによる式典として大学礼拝堂で挙行した。その様子をオンラインで

保護者に配信した。 

 

2. 広報・リクルート活動に関する事業 

（1）本校に与えられている平和と人権という使命、帰国生受け入れを主たる目的とする本校の独自の

あり方を、さらに国内外に向けて発信すべく、新しい教頭・帰国生徒教育センター長を迎えたが、

新型コロナウイルス感染拡大への対応に忙殺された。特に、海外生・帰国生とそのご家族に寄り添

うことを最優先とし、柔軟な対応を心がけた。 

（2）国内広報活動では、11回におよぶオンライン学校見学会・説明会（2125家庭参加）を主催し、8回

におよぶ各種オンライン学校説明会（1228家庭参加）に参加した。オンライン見学会・説明会用の

コンテンツとして、生徒・生徒会・卒業生・寮生・教員らが動画を作成し、各会において少しずつ

変化を与えながら配信した。本校主催の会においては、事前・当日に質問を募り会の中で回答する

ライブ感の高いプログラムが好評であった。世界各地の海外生に届けることができた。10月には
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Campus Walk Hourを2回実施した。完全申込制とし、172組344名が参加した。 

（3）本校独自、また海外子女教育振興財団主催の海外学校説明会は、すべて中止となった。例年参加

している都内各所における合同学校説明会等のうち13企画が中止となった。本校内において例年受

け入れている個別学校見学もすべて中止となった。 

（4）本校入試の実施には万全を期した。全面オンライン面接（9月編入生入試および12月帰国生徒推薦

入試）、海外生オンライン面接（1月書類選考入試）、試験教室収容人数の抑制・保護者控室廃止（2

月一般入試）などの対応である。帰国生徒入試においては、メール添付による出願も認めるなど柔

軟な対応を行った。帰国生徒入試の出願は大幅増となった。一般入試については、前々年の志願者

増の反動が続き、また国内生向けの広報活動が制約を受けたこともあり、出願者をさらに減らした。 

 

3. 財政計画・施設改善に関する事業 

(1)コロナ禍で例年通りの活動ができない状況において、オンライン授業や感染症対策等で必要な物品

の購入や機器・機材のレンタルなど、柔軟で適切な予算執行・財政運営を行った。 

(2)学寮整備工事が完了し、以前より快適で暮らしやすい居住環境を整備することができた。また改修

により二人部屋を実現したことで、コロナ禍においても学寮を継続して運営することができた。 

(3)募金委員会高校委員会を実施し今後の募金活動について検討を行った。年末には、在校生保護者や

同窓生だけでなく、現役および退職した教職員からも多くのご寄付をいただいた。 

 

4. 危機管理体制の構築に関する事業 

(1)全校避難訓練を、授業時間中および生徒活動中を想定して2回実施した。 

(2)ハラスメント防止のため、「ハラスメント防止に関するガイドライン」を策定し、教職員に周知徹底

した。 

(3)情報リテラシー、情報モラル、セキュリティに関する生徒の意識と知識を高めるため、入学時・オ

ンライン授業開始時に学年会および生徒部による指導を行った。加えて、家庭科などの教科教育に

おいても指導を展開している。 

 

 

Ⅲ. 学校法人 

1. 学校法人全体の健全な財政の維持のための基本的な枠組み 

少人数教育による教育研究収支の支出超過を、基金の運用益で補てんする財務構造において、中長

期的に学校法人全体（大学及び高校）の健全な財政を維持するためには、基金から学校予算への繰入

額が規律正しく決定される必要がある。当面の間、基金からの学校予算への繰入額は、ICU基金の過

去10年間の平均収益率から消費者物価上昇率を差し引いた実質収益率を基金の時価残高に乗じた額

を上限とすることとした。財政の健全化においては基金の残高維持が極めて重要であることから、事

業活動収支ではなく資本支出・財務現金収支を反映した資金収支の均衡を目標とし、2020年度も引き

続き、施設整備関連費用を含む大学及び高校の予算編成は、この繰入額を基礎として収支の均衡が維

持されるように行った。 

 

 

2. 施設整備実施のための資金計画の検討 
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前述の基本的な枠組みにより基金からの組入額は安定するが、大規模修繕等の施設整備を中心とす

る資本的支出は大きく変動することが予想されるため、今後の施設整備期計画に基づき、これに対応

する借入を含めた資金中期計画を策定し、資金支出の変動の抑制を図った。これらの施設整備に要す

る資金は、引き続き、私学事業団及び市中銀行等外部機関からの借入を活用して資金調達を行うこと

とし、2020年度は理学館耐震工事、本館中央トイレ改修工事、空調設備更新工事（図書館、アラムナ

イハウス、湯浅八郎記念館、グローバルハウス、旧寮）等について、私学事業団及び市中銀行からの

借入により資金調達を行った。なお、借入による資金調達においては、整備される施設の受益者であ

る学生の世代間の公平性を担保するため超長期（20年から30年）の借入とした。 

 

3. 献学 60周年記念基金等基金の運用方針 

献学60周年記念基金等の基金は、本学の少人数教育を支える収益獲得を長期的に目指しつつ、学校

予算への繰入計画を勘案したリスク管理体制の下、引き続き、資産を短期投資枠（5年以内に繰入）、

中期投資枠（6年目以降10年目以内に繰入）、長期投資枠（10年以上繰入計画なし）に区別し、それぞ

れ、低リスク、中リスク、高リスクの幅広い金融商品を可能な限り小口細分化させ分散投資を行った。

中リスク、高リスク商品は、この資産配分目標を組み入れ比率の上限とし、組入商品は、可能な限り

小口細分化して投資を行い、分散を図った。短期資産は主に低リスク・ヘッジファンド、中期資産は

主に中リスク・ヘッジファンド、私募不動産、プライベート・デットなどのオルタナティブ商品、長

期資産は主に株式（プライベート・エクイティを含む）を中心に投資を行った。 

 

4. キャンパス自然環境保全プロジェクトの推進 

キャンパス(大学及び高校)の自然(特に緑地)を、今後も保全・維持し続けるために、2018年度から

開始した「キャンパス自然環境保全プロジェクト」をさらに推進し、2020年度は下記を実施した。 

（1）自然環境保全管理委員会（理事、教員等委員5名）を設置し、キャンパスの自然環境保全管理に関

する各種施策を決定する際に、専門家の知見に基づき、効果的かつ効率的な中期及び各年度の実施

計画策定に関する提言等を常務理事（財務担当）に対して行うこととした。  

（2）「桜並木再生プロジェクト」を推進し、マクリーン通りの桜6本を伐採・植樹するとともに、桜の

健全な育成の観点からてんぐ巣病(植物病害の一種)の除去や、安全確保の観点から、枯れ枝・折れ

枝等の除去の整備事業を実施した。また、関東近県で見受けられるクビアカツヤカミキリによる桜

被害について調査を行い、マクリーン通りの桜への侵入・被害がないことを確認した。 

（3）2019年夏からナラ枯れ被害が発生しており、キャパス内の被害状況を確認するとともに、専門家

を招いて対策を検討した。すでに枯れているナラ樹木については、いずれ倒木となる危険性が高い

ことから、建物や通路周辺の被害樹木を伐採することとし、伐採計画等を策定した。また、建設中

の共同住宅や大規模改修した戸建住宅周辺等、枯れている危険樹木の処理を行った。 

（4）キャンパスの自然景観維持・向上のため、高校正面付近に桜を植樹するとともに、礼拝堂正面の

高木伐採・剪定や本館前芝生広場の梅林の剪定等を実施した。 

 

以上 



＜2020年度事業報告 Ⅲ. 財務の概要＞ 

 

1. 学校法人会計について  

（1）概要 

 学校法人の目的は教育研究活動の遂行であり、営利を目的とする企業とは異なります。そのた

め学校法人は、学生からの学生生徒等納付金、学内外関係者からの寄付金、国や地方公共団

体からの補助金などを受け入れて収入とし、これらを教育研究活動に必要な支出に充てていま

す。学校法人は受け入れた収入で最善の教育を提供することを求められ、営利活動を目的とす

る企業のように利潤を生み出すことは必ずしも求められていません。 

 

 一方、学校法人の収入の大半は学生生徒等納付金や補助金のように固定的かつ制約的な性

格を持つ科目で占められているため、限定された収入の中で組織を維持し、効率的な教育研究

活動のための支出を行うことが重要な課題となります。そのため企業と比べて予算が重要視され、

学校法人の教育研究活動を財務面から報告する計算書類でも予算と実績を対比して報告する

方式を採用しています。さらに学校法人は、寄付金や補助金の受託者として、委託者である寄付

者や国等から受け入れた資金等が教育研究活動のために適切に支出されたこと、及びこれらの

資金等の保全と運用の詳細について明らかにすることが求められます。従って学校法人会計で

は、これらの要求のもと教育研究活動がどのように遂行されたかを計算書類で開示するために、

企業会計とは異なり学校法人会計基準を設けています。具体的には、学校法人はⅠ.資金収支

計算書、Ⅱ.事業活動収支計算書及びⅢ.貸借対照表を作成して、利害関係者及び広く社会一

般に対して、その財務情報をわかりやすく開示することが義務づけられています。 

 

Ⅰ.資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並び

に当該会計年度における支払資金（現金及びいつでも引き出すことができる預貯金）の収入及

び支出のてん末を明らかにします。これにより収入と支出の内容を明確にし、年度末の現預金の

状況を報告します。学校法人の収入と支出の内容と資金繰りの健全性を見ることができます。 

 

Ⅱ.事業活動収支計算書は、企業会計の損益計算書に相当する計算書類です。当該会計年度

の①教育活動、②教育活動以外の経常的な活動、③①及び②以外の活動に対応する事業活動

収入及び事業活動支出の内容を明らかにするとともに、当該会計年度の基本金に組み入れる額

（施設設備等の購入に相当する金額）を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業

活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明らかにします。事業活動収支計算書では、①か

ら③の活動をそれぞれ①教育活動収支、②教育活動外収支、③特別収支の 3つに区分し、区分

ごとに収支差額を表示します。さらに、①と②を経常的な活動として経常収支差額を表示します。

学校法人の区分ごとの事業活動収入と事業活動支出のバランスをみることができます。 

 

Ⅲ.貸借対照表は、当該会計年度末における学校法人の資産と負債を表示し、資産と負債の差

額として正味財産の額を明らかにするものです。資産等の調達源泉とその運用形態が明らかにさ

れ、学校法人の財政状態の健全性を知ることができます。 



（2）計算書類の各科目の説明

2020年度事業活動収支計算書 (単位：円)

科　目 予　算 決　算 差　異 ➊ 教育活動に係る収支

学生生徒等納付金　① 5,290,030,000 　       5,118,397,873 　       171,632,127 　         ① 授業料、施設費、入学金、在籍料など

手数料　② 124,110,000 　         128,938,240 　         4,828,240  △          ② 入学検定料や証明手数料など

寄付金　③ 228,920,000 　         236,909,388 　         7,989,388  △          ③ 施設設備寄付金を除く寄付金

経常費等補助金　④ 981,120,000 　         1,007,288,636 　       26,168,636  △         　※事業活動収支では現物寄付を含む

付随事業収入　⑤ 564,840,000 　         317,380,105 　         247,459,895 　         ④ 施設設備補助金を除く国や東京都からの

雑収入　⑥ 135,717,000 　         185,497,862 　         49,780,862  △         私学助成補助金やプログラム補助金など

教育活動収入計 7,324,737,000 　       6,994,412,104 　       330,324,896 　         ⑤ 寮費、課外講座受講料、学外機関からの

科　目 予　算 決　算 差　異 受託研究費など

人件費　⑦ 4,810,972,000 　       4,751,162,586 　       59,809,414 　           ⑥ 施設設備利用料、退職金財団等からの

教育研究経費　⑧ 2,873,221,000 　       2,255,313,823 　       617,907,177 　         退職時交付金、その他の収入

管理経費　⑧ 1,416,917,000 　       1,303,483,213 　       113,433,787 　         ⑦ 教職員（非常勤講師、非常勤職員を含む）の

徴収不能額等　⑨ 0 　                       0 　                       0 　                       給与・所定福利費など　※事業活動収支では

教育活動支出計 9,101,110,000 　       8,309,959,622 　       791,150,378 　         　退職給与引当金繰入額を含む

        教育活動収支差額 1,776,373,000  △     1,315,547,518  △     460,825,482  △       ⑧ 教育研究活動や法人業務のための消耗品

科　目 予　算 決　算 差　異 費、光熱水費、修繕費、印刷費、奨学費など

受取利息・配当金　⑩ 463,630,000 　         1,253,898,905 　       790,268,905  △       　※事業活動収支では減価償却額を含む

その他の教育活動外収入⑪ 50,000,000 　           42,000,588 　           7,999,412 　            ⑨ 徴収不能額、徴収不能引当金繰入額

教育活動外収入計 513,630,000 　         1,295,899,493 　       782,269,493  △       ➋ 教育活動以外の経常的な活動に係る収支

科　目 予　算 決　算 差　異 ⑩ 預金等の受取利息、特定資産の運用益

借入金等利息　⑫ 80,333,000 　           68,509,145 　           11,823,855 　           ⑪ 収益事業会計からの繰入

その他の教育活動外支出⑬ 128,000,000 　         133,139,945 　         5,139,945  △          ⑫ 借入金に係る支払利息

教育活動外支出計 208,333,000 　         201,649,090 　         6,683,910 　            ⑬ 基金運用委託費、為替換算差額

        教育活動外収支差額 305,297,000 　         1,094,250,403 　       788,953,403  △       
経常収支差額　➌　 1,471,076,000  △     221,297,115  △       1,249,778,885  △     ➌ ➊と➋の収支差額の合計

科　目 予　算 決　算 差　異
資産売却差額　⑭ 0 　                       0 　                       0 　                       ➍ ➊と➋以外の活動に係る収支

その他の特別収入　⑮ 20,970,000 　           26,913,479 　           5,943,479  △          ⑭ 固定資産等売却・処分時の帳簿価額との差額

特別収入計 20,970,000 　           26,913,479 　           5,943,479  △          ⑮ 施設設備寄付金、施設設備補助金、過年度の

科　目 予　算 決　算 差　異 調整　※事業活動収支では現物寄付を含む

資産処分差額　⑯ 6,000,000 　            31,592,694 　           25,592,694  △         ⑯ 固定資産等売却・処分時の帳簿価額との差額

その他の特別支出　⑰ 0 　                       ⑰ 過年度の調整等

特別支出計 6,000,000 　            31,592,694 　           25,592,694  △         
            特別収支差額 14,970,000 　           4,679,215  △          19,649,215 　           

〔予備費〕 12,000,000 　           12,000,000 　           
基本金組入前当年度収支差額　➎ 1,468,106,000  △     225,976,330  △       1,242,129,670  △     ➎ 経常収支差額と特別収支差額の合計

基本金組入額合計　➏ 1,046,142,000  △     567,434,119  △       478,707,881  △       ➏ 施設の建設や拡充等のために自己資金で

当年度収支差額　➐ 2,514,248,000  △     793,410,449  △       1,720,837,551  △     支出した額に相当する額

前年度繰越収支差額 2,488,813,642 　       2,488,813,642 　       0 　                       ➐ 基本金組入額控除後の収支差額（➎-➏）

翌年度繰越収支差額 25,434,358  △         1,695,403,193 　       1,720,837,551  △     
(参考)
事業活動収入計　❽ 7,859,337,000 　       8,317,225,076 　       457,888,076  △       ❽ 教育活動収入・支出、教育活動外収入・支出、

事業活動支出計　❽ 9,327,443,000 　       8,543,201,406 　       784,241,594 　         特別収入・支出の合計

2020年度資金収支計算書 (単位：円)

　収入の部
　　　　　　　　　科　　　目 予　　　算 決　　　算 差　　異
学生生徒等納付金収入 5,290,030,000 5,118,397,873 171,632,127
手数料収入 124,110,000 128,938,240 △ 4,828,240
寄付金収入 236,460,000 239,495,420 △ 3,035,420
補助金収入 981,120,000 1,017,501,636 △ 36,381,636
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 614,840,000 359,380,105 255,459,895
受取利息・配当金収入 463,630,000 1,253,898,905 △ 790,268,905
雑収入 135,717,000 184,578,592 △ 48,861,592
借入金等収入　① 3,570,000,000 2,573,000,000 997,000,000 ① 借入金

前受金収入　② 674,640,000 716,299,409 △ 41,659,409 ② 当年度に納入された翌年度分の授業料等

その他の収入 1,685,444,821 1,694,586,685 △ 9,141,864 ③ 当年度の活動に関する収入のうち、前年度の

資金収入調整勘定　③ △ 786,024,970 △ 862,046,936 76,021,966 収入（前期末前受金）及び翌年度以降の収入

前年度繰越支払資金　④ 2,075,139,865 2,075,139,865 （期末未収入金）を差し引く調整額

　収入の部合計 15,065,106,716 14,499,169,794 565,936,922 ④ 前年度末時点での現預金の有高

　支出の部
　　　　　　　　　科　　　目 予　　　算 決　　　算 差　　異
人件費支出 4,816,461,000 4,761,189,661 55,271,339
教育研究経費支出 2,134,769,000 1,536,429,182 598,339,818
管理経費支出 1,075,644,000 984,129,952 91,514,048
借入金等利息支出 80,333,000 68,509,145 11,823,855
借入金等返済支出　⑤ 685,533,000 578,917,600 106,615,400 ⑤ 借入金の元金返済額

施設関係支出　⑥ 2,463,664,000 2,427,535,175 36,128,825 ⑥ 建物、構築物、建設仮勘定

設備関係支出　⑦ 1,263,175,000 205,108,071 1,058,066,929 ⑦ 教育研究用/管理用機器備品、図書など

資産運用支出　⑧ 326,800,000 1,111,337,913 △ 784,537,913 ⑧ 有価証券購入や基金への繰入支出など

その他の支出 421,225,915 404,191,525 17,034,390 ⑨ 当年度の活動に関する支出のうち、前年度の

【予備費】 12,000,000 12,000,000 支出（前期末前払金）及び翌年度以降の支出

資金支出調整勘定　⑨ △ 357,342,799 △ 225,962,603 △ 131,380,196 （期末未払金）を差し引く調整額

翌年度繰越支払資金　⑩ 2,142,844,600 2,647,784,173 △ 504,939,573 ⑩ 当年度末時点での現預金の有高

　支出の部合計 15,065,106,716 14,499,169,794 565,936,922
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貸借対照表（2021年3月31日） (単位：円)

　資産の部
本年度末 前年度末 増　　減

固定資産 67,471,290,054 66,274,289,890 1,197,000,164
　有形固定資産　① 25,608,696,671 24,163,219,616 1,445,477,055 ① 土地、建物、構築物、備品、図書など

　特定資産　② 41,394,772,009 41,634,224,096 △ 239,452,087 ② 第3号基本金引当特定資産,その他特定資産

　その他の固定資産　③ 467,821,374 476,846,178 △ 9,024,804 ③ 施設利用権、有価証券、退職年金積立金など

流動資産　④ 2,757,675,589 2,359,843,719 397,831,870 ④ 現預金、未収入金など

　資産の部合計 70,228,965,643 68,634,133,609 1,594,832,034

　負債の部
本年度末 前年度末 増　　減

固定負債　⑤ 10,305,189,781 8,974,651,188 1,330,538,593 ⑤ 借入金、退職給与引当金など

流動負債　⑥ 2,441,926,618 1,951,656,847 490,269,771 ⑥ 1年以内に返済予定の借入金、未払金、

　負債の部合計 12,747,116,399 10,926,308,035 1,820,808,364 前受金など

　純資産の部
本年度末 前年度末 増　　減

基本金 55,786,446,051 55,219,011,932 567,434,119 ⑦ 施設・設備等の固定資産の取得額

　第1号基本金　⑦ 37,882,476,451 37,315,042,332 567,434,119 ⑧ 教育研究基金、奨学基金など基金として継続

　第3号基本金　⑧ 17,326,969,600 17,326,969,600 0 的に保持し運用する金銭その他の資産の額

　第4号基本金　⑨ 577,000,000 577,000,000 0 ⑨ 支払資金として恒常的に保持すべき資金

繰越収支差額 1,695,403,193 2,488,813,642 △ 793,410,449
　純資産の部合計 57,481,849,244 57,707,825,574 △ 225,976,330
　負債及び純資産の部合計 70,228,965,643 68,634,133,609 1,594,832,034

科　　　目

科　　　目

科　　　目



 

 

2. 2020 年度決算の概要 

 

(1) 経営状況の分析と経年比較 

① 事業活動収支計算書 

 

 事業活動収支計算書は、教育活動に係る「教育活動収支」、教育活動以外の経常的な活動に係る

「教育活動外収支」、それ以外の活動に係る「特別収支」の 3つの区分ごとに、当該会計年度の事業

活動収入及び事業活動支出の内容と、事業活動収支のバランスを明らかにするものです。 

 事業活動収支全体では、事業活動収入計が 8,317百万円（前年度比△754百万円）、事業活動支出

計が 8,543百万円（前年度比△759百万円）となりました。 

教育活動収支では、収支差額が△1,316 百万円で、前年度比＋213 百万円となりました。収入で

は、寄付金や補助金が 59 百万円増となった一方で、付随事業収入や雑収入が 474 百万減、学生生

徒等納付金が 138百万円減となりました。支出では、人件費（退職給与引当金繰入額を含む）が 364

百万円減、教育研究／管理経費（減価償却額を含む）は 397百万円減となりました。 

教育活動外収支では、収支差額が＋1,094 百万円で、前年度比△179 百万円となりました。主と

して、基金運用実現利益減により受取利息・配当金収入が 157百万円減少したことによります。 

教育活動収支と教育活動外収支を合わせた経常収支では、収支差額が△222 百万円となり、前年

度比＋34百万円となりました。 

特別収支では、収支差額が△4百万円で、前年度比△29百万円となりました。主に施設設備寄付

金が減少したことによります。 

 これら 3つの区分（教育活動収支、教育活動外収支、特別収支）の収支差額を合わせた基本金組

入前当年度収支差額は、△226百万円で前年度比＋5百万円となりました。 

 また、基本金組入額（施設の建設や拡充等のために自己資金で支出した額に相当する額）は、前

○ 事業活動収支計算書 （単位：百万円） （単位：百万円）

　　　科　　目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

学生生徒等納付金 4,967 5,000 5,356 5,261 5,119

手数料 129 125 124 125 129

寄付金 325 191 217 189 236

経常費等補助金 1,060 1,098 1,054 995 1,007

付随事業収入 464 576 603 615 318

雑収入 248 363 341 362 185

　教育活動収入計 7,193 7,353 7,695 7,547 6,994

人件費 4,922 4,939 4,969 5,116 4,752

教育研究経費 2,115 2,445 2,459 2,529 2,255

管理経費 1,400 1,439 1,488 1,426 1,303

徴収不能額等 2 4 2 5 0

　教育活動支出計 8,439 8,827 8,918 9,076 8,310

教育活動収支差額 △ 1,246 △ 1,474 △ 1,223 △ 1,529 △ 1,316

受取利息・配当金 499 2,506 740 1,411 1,254

その他の教育活動外収入 50 50 58 50 42

　教育活動外収入 549 2,556 798 1,461 1,296

借入金等利息 64 66 67 69 69

その他の教育活動外支出 152 155 128 119 133

　教育活動外支出 216 221 195 188 202

教育活動外収支差額 333 2,335 603 1,273 1,094

経常収支差額 △ 913 861 △ 620 △ 256 △ 222

資産売却差額 0 0 0 0 0

その他の特別収入 157 162 294 63 27

　特別収入計 157 162 294 63 27

資産処分差額 8 102 43 38 31

その他の特別支出 17 0 0 0 0

　特別支出計 25 102 43 38 31

特別収支差額 132 60 251 25 △ 4

　基本金組入前当年度収支差額 △ 781 921 △ 369 △ 231 △ 226

　基本金組入額合計 △ 598 △ 715 △ 1,175 △ 882 △ 567

　当年度収支差額 △ 1,379 206 △ 1,544 △ 1,113 △ 793

　事業活動収入計 7,899 10,071 8,787 9,071 8,317

　事業活動支出計 8,680 9,150 9,156 9,302 8,543
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年度比 315百万円減少して 567百万円となりました。 

 結果として、当年度収支差額（教育活動収支差額＋教育活動外収支差額＋特別収支差額－基本金

組入額）は△793百万円となりました。 

   （単位：百万円） 

     教育活動収支 教育活動外収支 特別収支 

 
 

② 資金収支計算書 

 

 資金収支計算書は、当該会計年度の教育研究等の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容

と、支払資金（現金及びいつでも引き出すことができる預貯金）の収入及び支出のてん末を明らか

にするものです。 

 収入の部は、借入金や学生生徒等納付金の前受金等を含め 12,424 百万円となり、前年度繰越支

払資金 2,075百万円を加えて、14,499百万円となりました。事業活動収支計算書で述べた主な要因

に加えて、施設整備等に係る借入により借入金等収入が増加しました。 

 支出の部は、借入金等返済や施設・設備関係支出等を含め 11,851 百万円となり、翌年度繰越支

○ 資金収支計算書 （単位：百万円） （単位：百万円）

　　　科　　目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

学生生徒等納付金収入 4,967 5,000 5,356 5,261 5,119

手数料収入 129 125 124 126 129

寄付金収入 425 192 273 228 239

補助金収入 1,079 1,213 1,276 999 1,017

資産売却収入 50 25 127 0 0

付随事業・収益事業収入 514 626 661 665 360

受取利息・配当金収入 499 2,506 740 1,411 1,254

雑収入 233 358 340 361 184

借入金等収入 1,953 994 1,981 124 2,573

前受金収入 787 815 668 757 716

その他の収入 2,140 2,365 2,247 1,960 1,695

資金収入調整勘定 △ 971 △ 1,121 △ 1,254 △ 946 △ 862

前年度繰越支払資金 1,266 1,787 2,069 2,093 2,075

　収入の部 13,071 14,885 14,608 13,039 14,499

人件費支出 4,944 4,965 4,989 5,151 4,761

教育研究経費支出 1,551 1,818 1,803 1,844 1,536

管理経費支出 1,191 1,182 1,194 1,098 984

借入金等利息支出 64 65 67 69 69

借入金等返済支出 448 536 674 692 578

施設関係支出 2,622 1,143 2,448 277 2,428

設備関係支出 116 108 214 204 206

資産運用支出 340 2,990 1,318 1,283 1,111

その他の支出 345 463 498 738 404

資金支出調整勘定 △ 337 △ 454 △ 690 △ 392 △ 226

翌年度繰越支払資金 1,787 2,069 2,093 2,075 2,648

　支出の部 13,071 14,885 14,608 13,039 14,499
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払資金は 2,648百万円となりました。事業活動支出で述べた主な要因（減価償却費は除く）に加え

て、理学館耐震工事や図書館・寮等の空調設備更新工事等により施設関連支出が増加しました。 

 

③ 活動区分資金収支計算書 

 

活動区分資金収支計算書は、資金収支計算書を、①教育活動、②施設・設備の取得又は売却そ

の他これらに類する活動、③資金調達その他①及び②以外の活動に区分して記載するもので、企

業会計のキャッシュ・フロー計算書のように活動ごとの収支状況を明らかにするものです。 

 

④ 貸借対照表 

 

 貸借対照表は、会計年度末における資産及び負債、基本金、繰越収支差額の状況を示し、学校法

人の財政状態を明らかにするものです。 

 2021年 3月 31日現在、資産の部合計は 70,229百万円、負債の部合計は 12,747百万円、純資産

の部合計（資産の部合計から負債の部合計を引いた正味財産）は 57,482百万円となりました。 

  

○ 活動区分資金収支計算書 （単位：百万円）

　　　科　　目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

教育活動による資金収支

教育活動資金収入計 7,174 7,312 7,686 7,541 6,988

教育活動資金支出計 7,533 7,809 7,859 7,973 7,149

差引 △ 359 △ 497 △ 173 △ 432 △ 161

調整勘定等 122 △ 64 △ 188 22 96

教育活動資金収支差額 △ 237 △ 561 △ 361 △ 410 △ 65

施設整備等活動による資金収支

施設整備等活動資金収入計 1,174 1,412 2,141 1,383 1,368

施設整備等活動資金支出計 2,738 1,900 3,372 481 2,632

差引 △ 1,564 △ 488 △ 1,231 902 △ 1,264

調整勘定等 7 22 47 65 △ 118

施設整備等活動資金収支差額 △ 1,557 △ 466 △ 1,184 967 △ 1,382

△ 1,794 △ 1,027 △ 1,545 557 △ 1,447
その他の活動による資金収支

その他の活動資金収入計 3,384 4,530 2,968 1,772 3,935

その他の活動資金支出計 1,071 3,220 1,537 2,210 1,929

差引 2,313 1,310 1,431 △ 438 2,006

調整勘定等 2 △ 1 138 △ 136 14

その他の活動資金収支差額 2,315 1,309 1,569 △ 574 2,020

521 282 24 △ 17 573

前年度繰越支払資金 1,266 1,787 2,069 2,092 2,075

翌年度繰越支払資金 1,787 2,069 2,093 2,075 2,648

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）

○ 貸借対照表 （単位：百万円） （単位：百万円）

　　　科　　目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

固定資産 65,147 66,115 67,003 66,274 67,471

流動資産 1,943 2,409 2,543 2,360 2,758

　資産の部合計 67,090 68,524 69,546 68,634 70,229

固定負債 7,860 8,198 9,416 8,974 10,305

流動負債 1,844 2,018 2,191 1,952 2,442

　負債の部合計 9,704 10,216 11,607 10,926 12,747

基本金 53,818 53,872 54,337 55,219 55,787

繰越収支差額 3,568 4,436 3,602 2,489 1,695

　純資産の部合計 57,386 58,308 57,939 57,708 57,482

負債及び純資産の部合計 67,090 68,524 69,546 68,634 70,229
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④  収益事業会計 

 

 2015年 7月から売電を開始した太陽光発電事業は、売電収入として 107百万円を計上し、経費等

を差し引き、学校会計に 42百万円を繰り入れました。 

 

（2） 経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策 

2020 年度事業活動収支は、寄付金や補助金収入が増加し人件費や物件費が減少したものの、学

納金収入や寮費等付随事業収入が減少し支出超過となりましたが、コロナ禍の影響を受けつつも

前年度に比べ改善しました。積極的な寄付金募集や補助金獲得、収益事業である太陽光発電事業

による収入の活用、経費削減や予算の効果的な配分等により、教育活動収支の安定に努めまし

た。一方、基金の運用収益は、2020年度は時価ベースで 87億円となり、過去 10年間の平均で教

育活動収支の支出超過を上回っており、基金運用により充実した教育研究活動を支えています。 

 今後は、新たな教育施設として新館の建設や大学本館、理学館、ディッフェンドルファー記念

館東棟等の大規模な改修を予定しており、数年内に順次計画的に実施していきます。これら施設

整備に要する資金は、金利が低位安定して借入の環境が良好であり、また、将来にわたって教育

研究活動を支える基金の取り崩しを可能な限り抑制するため、外部機関からの長期借入で調達す

る方針としています。現在 500億円ほどの基金の運用は、引き続き株式、債券、ヘッジファン

ド、不動産等の有価証券に投資し、運用益は中長期的な財政の安定を図りつつ、計画的かつ効果

的に活用していきます。 

  

〇　損益計算書 （単位：百万円）

　　　科　　目 2017年度 2018年度 2019年度 2019年度 2020年度

売上高 113 118 113 113 107

売上原価 51 50 51 51 50

売上総利益 62 68 62 62 57

販売費および一般管理費 9 6 10 10 12

営業利益 53 62 52 52 45

営業外収益 0 0 0 0 0

営業外費用 4 4 4 4 3

経常利益 49 58 48 48 42

学校会計繰入前利益 49 58 48 48 42

学校会計繰入金支出 50 58 50 50 42

税引前当期純損益 △ 1 0 2 2 0

法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0 0

当期純損益 △ 1 0 △ 2 △ 2 0

〇貸借対照表 （単位：百万円）

　　　科　　目 2017年度 2018年度 2019年度 2019年度 2020年度

流動資産 35 38 45 45 42
固定資産 573 534 495 495 456
資産合計 608 572 540 540 498
流動負債 42 38 42 42 33
固定負債 513 480 447 447 414
負債合計 555 518 489 489 447
純資産合計 53 54 51 51 51
負債・純資産合計 608 572 540 540 498



 

 

 

（3）財務比率の経年比較 

 

 

 

 

○ 事業活動収支計算書関係比率（大学） （単位：％）

比　率 算式（*100）
評価
*1

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
全国平均

*2

人件費

経常収入

人件費

学生生徒等納付金

教育研究経費

経常収入

管理経費

経常収入

借入金等利息

経常収入

基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

事業活動支出

事業活動収入-基本金組入額

学生生徒等納付金

経常収入

寄付金

事業活動収入

教育活動収支の寄付金

経常収入

補助金

事業活動収入

教育活動収支の補助金

経常収入

基本金組入額

帰属収入

55.5 49.3

②人件費依存率 ▼ 95.5 95.5 88.3 93.7 60.7

①人件費比率 ▼ 63.1 47.8 57.0

28.3 35.1

④管理経費比率 ▼ 20.8 15.8 19.4 17.6 7.4

③教育研究経費比率 △ 27.0 22.3 29.0

0.8 0.1

⑥事業活動収支差額比率 △ △ 11.9 12.2 △ 4.4 △ 3.5 7.8

⑤借入金等利息比率 ▼ 0.9 0.7 0.8

115.1 101.9

⑧学生生徒等納付金比率 ― 66.1 50.0 64.6 59.2 81.2

⑦基本金組入後収支比率 ▼ 122.9 95.2 121.8

2.9 1.7

⑩経常寄付金比率 △ 4.8 1.7 2.7 2.2 1.3

⑨寄付金比率 △ 6.4 2.2 3.5

8.7 7.9

⑫経常補助金比率 △ 11.8 9.1 10.2 8.7 7.6

⑪補助金比率 △ 11.7 10.2 12.8

10.1 9.6⑬基本金組入率 △ 9.0 7.7 14.3

55.0

87.0

27.1

17.8

0.9

△ 2.6

111.4

63.2

3.3

3.1

9.9

9.8

7.9

○ 事業活動収支計算書関係比率（法人全体） （単位：％）

比　率 算式（*100）
評価
*1

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
全国平均

*2

人件費

経常収入

人件費

学生生徒等納付金

教育研究経費

経常収入

管理経費

経常収入

借入金等利息

経常収入

基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

事業活動支出

事業活動収入-基本金組入額

学生生徒等納付金

経常収入

寄付金

事業活動収入

教育活動収支の寄付金

経常収入

補助金

事業活動収入

教育活動収支の補助金

経常収入

基本金組入額

帰属収入

①人件費比率 ▼ 63.6 49.8 58.5 56.8 53.2

97.2 70.8

③教育研究経費比率 △ 27.3 24.7 29.0 28.1 33.5

②人件費依存率 ▼ 99.1 98.8 92.8

15.8 8.9

⑤借入金等利息比率 ▼ 0.8 0.7 0.8 0.8 0.2

④管理経費比率 ▼ 18.1 14.5 17.5

△ 2.5 4.7

⑦基本金組入後収支比率 ▼ 118.9 97.8 120.3 113.6 107.0

⑥事業活動収支差額比率 △ △ 9.9 9.1 △ 4.2

58.4 75.1

⑨寄付金比率 △ 5.5 2.4 3.3 2.7 2.1

⑧学生生徒等納付金比率 ― 64.2 50.5 63.1

2.1 1.4

⑪補助金比率 △ 13.7 12.0 14.5 11.0 12.2

⑩経常寄付金比率 △ 4.2 1.9 2.6

⑬基本金組入率 △ 7.6 7.1 13.4 9.7 10.9

⑫経常補助金比率 △ 13.7 11.1 12.4 11.0 12.0

92.8

27.2

15.7

0.8

△ 2.7

110.2

57.3

61.7

3.0

2.9

12.2

12.2

6.8



 

 

 

 

 

  

○ 貸借対照表関係比率（法人全体） （単位：％）

比　率 算式（*100）
評価
*1

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
全国平均

*2

固定資産

総資産

有形固定資産

総資産

特定資産

総資産

流動資産

総資産

固定負債

負債＋純資産

流動負債

負債＋純資産

運用資産－総負債

総資産

純資産

負債＋純資産

繰越収支差額

負債＋純資産

固定資産

純資産

固定資産

純資産+固定負債

流動資産

流動負債

総負債

総資産

総負債

純資産

基本金

基本金要組入額

*1　評価： △ 高い値がよい　　▼ 低い値がよい　　－ どちらともいえない
*2　2019年度全国平均（医歯薬系法人を除く）（「令和2年度今日の私学財政（日本私立学校振興・共済事業団）」より）

②有形固定資産構成比率 ▼ 34.5 34.0 335.7 35.2 59.6

①固定資産構成比率 ▼ 97.1 96.5 96.3

④流動資産構成比率 △ 2.9 3.5 3.7 3.4 13.3

③特定資産構成比率 △ 61.7 61.6 59.9

⑥流動負債構成比率 ▼ 2.7 2.9 3.2 2.8 5.3

⑤固定負債構成比率 ▼ 11.7 12.0 13.5

⑧純資産構成比率 △ 85.5 85.1 83.3 84.1 87.8

⑦内部留保資産比率 △ 50.1 49.9 46.3

⑩固定比率 ▼ 113.5 113.4 115.6 114.8 98.7

⑨繰越収支差額構成比率 △ 5.3 6.5 5.2

⑫流動比率 △ 105.4 119.3 116.1 120.9 251.8

⑪固定長期適合率 ▼ 99.8 99.4 99.5

⑮基本金比率 △ 89.5 89.1 87.4

15.9 12.2

⑭負債比率 ▼ 16.9 17.5 20.0 18.9 13.8

⑬総負債比率 ▼ 14.5 14.9 16.7

88.3 97.2

99.4 91.5

3.6 △ 14.9

47.8 26.1

13.1 6.9

60.7 22.4

96.6 86.796.1

37.3

60.3

3.9

14.7

3.5

18.2

22.2

86.5

44.6

81.8

2.4

117.4

99.5

112.9



 

 

 

（4） その他 

 

① 有価証券の状況 （単位：円） 

 

 

 

② 借入金の状況 （単位：円） 

 
 

 

③ 学校法人出資による会社の状況 

 

 

貸借対照表計上額 時　　　価 差　　　額

時価が貸借対照表計上額を超える
もの

37,585,626,072 47,367,675,450 9,782,049,378

　（うち満期保有目的の債券） (-) (-) (-)

時価が貸借対照表計上額を超えな
いもの

3,076,105,894 2,822,221,713 △ 253,884,181

　（うち満期保有目的の債券） (-) (-) (-)

合　　　計 40,661,731,966 50,189,897,163 9,528,165,197

　（うち満期保有目的の債券） (-) (-) (-)

時価のない有価証券 19,009,288

有価証券合計 40,680,741,254

当　年　度　（2021年3月31日）

期首残高 期末残高 返 済 期 限 摘　　　　　要

日本私立学校振興・
共済事業団

2,516,280,000 3,084,580,000 2040年3月15日

オスマー図書館・ディフェンドルファー記念館西棟・セ
ントラルロッカー棟・　グローバルハウス・アラムナイ
ハウス・ダイアログハウス・欅寮・銀杏寮・樫寮建設
費、大学本館耐震改築、樅・楓寮建設費、
空調設備更新（図書館､アラムナイハウス､湯浅記念
館､グローバルハウス､旧寮）、旧寮熱源LPG化、理学
館耐震、本館中央トイレ改修費、教育環境整備資金

（財）東京都私学財団 446,140,000 393,654,000 2029年6月5日 高校体育館建設費（土地担保）

小　　計 2,962,420,000 3,478,234,000

（株）三井住友銀行 1,527,685,100 1,430,013,500 2037年1月30日 樅・楓寮建設費、高校校舎改修費

三井住友信託銀行（株） 819,700,000 769,900,000 2037年9月30日 新体育施設建設費、高校校舎改修費

小　　計 4,199,283,100 5,039,511,500

555,861,600 1,193,901,600
返 済 期 限 が 1 年 以 内 の
長 期 借 入 金

計 555,861,600

借　　入　　先

公
的
金

融
機
関

短
期
借
入

金
1,193,901,600

融
機
関

市
中
金

1,204,508,000

7,161,703,100

（株）横浜銀行 117,772,000

合　　　　計 7,717,564,700 9,711,647,100

長
　
期

　
借
　
入
　
金

計

1,635,090,000

8,517,745,500

（株）三菱UFJ銀行 1,734,126,000 2038年11月29日
新体育施設建設費、高校校舎改修費、
高校校舎付加価値工事費

2040年11月30日
教職員住宅改修費、教職員共同住宅建設費、高校
学寮改修費

　　当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。
　　① 名称及び事業内容　　株式会社ＩＣＵサービス　　物品調達事業、自販機事業、損害保険代理業ほか
　　② 資本金の額　　　　　　　　　　　　 9,000,000円
　　③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
　　　　　　　 2010年7月1日　　9,000,000円　　180株
　　　　　　　 総出資金額に占める割合　　　100％
　　④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額
　　　　当該会社からの受入額　　　寄付金　10,100,000円、賃料等　4,900,043円
　　　　当該会社への支払額　　物品調達等　687,145円、印刷製本費　962,173円、保険料　260,580円
　　⑤ 当該会社の債務に係る保証債務　　学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。


